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委 員 会 審 査委 員 会 審 査

中学校卒業までこども医療

費助成金が支給されます

条 例

�

鶴
ヶ
島
市
教
育
審
議
会
設
置
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て

　

社
会
教
育
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
鶴

ヶ
島
市
公
民
館
条
例
の
改
正
に
合
わ
せ
、

鶴
ヶ
島
市
教
育
審
議
会
の
委
員
の
委
嘱

の
基
準
に
関
す
る
規
定
を
改
め
る
も
の

で
す
。

�

鶴
ヶ
島
市
社
会
教
育
委
員
設
置
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て

　

鶴
ヶ
島
市
社
会
教
育
委
員
の
委
嘱
の

基
準
に
関
す
る
規
定
を
社
会
教
育
法
の

規
定
に
基
づ
い
た
内
容
に
改
め
る
も
の

で
す
。

�

鶴
ヶ
島
市
図
書
館
条
例
の
一
部
を
改
正

す
る
条
例
に
つ
い
て

　

図
書
館
法
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
鶴

ヶ
島
市
立
図
書
館
協
議
会
の
委
員
の
任

命
の
基
準
に
関
す
る
規
定
を
改
め
る
も

の
で
す
。

議案第１２号議案第１３号議案第１４号

�

鶴
ヶ
島
市
国
民
健
康
保
険
税
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て

　

基
礎
課
税
額
等
の
賦
課
限
度
額
を
引

き
上
げ
る
と
と
も
に
、
軽
減
制
度
を
拡

充
す
る
も
の
で
す
。

�

賦
課
限
度
額
の
引
き
上
げ
と
２
割

軽
減
新
設
の
理
由
に
つ
い
て
。

�

保
険
年
金
課
長　

年
々
増
加
す
る

医
療
費
を
賄
う
た
め
の
措
置
と
し

て
賦
課
限
度
額
を
引
き
上
げ
る
。
７
割

・
５
割
・
２
割
の
軽
減
に
つ
い
て
は
、

法
的
な
縛
り
が
な
く
な
っ
た
こ
と
と
長

引
く
景
気
低
迷
に
よ
る
所
得
の
減
少
に

配
慮
し
て
導
入
す
る
。

�

鶴
ヶ
島
市
市
営
住
宅
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例
に
つ
い
て

�

議
案
の
中
身
は
。

�

建
築
課
長　

い
わ
ゆ
る
地
域
主
権

一
括
法
が
公
布
さ
れ
、
公
営
住
宅

法
及
び
同
法
施
行
令
の
一
部
改
正
に
伴

い
、
入
居
者
資
格
に
関
す
る
規
定
の
整

備
等
を
行
う
内
容
で
あ
る
。

�

鶴
ヶ
島
市
公
民
館
条
例
の
一
部
を
改
正

す
る
条
例
に
つ
い
て

　

社
会
教
育
法
の
一
部
改
正
に
伴
い
、

鶴
ヶ
島
市
公
民
館
運
営
審
議
会
の
委
員

の
委
嘱
の
基
準
に
関
す
る
規
定
を
改
め

る
も
の
で
す
。

�

ど
の
よ
う
な
方
法
で
人
選
す
る
の

か
。

�

教
育
総
務
課
長　

こ
れ
ま
で
の
団

体
か
ら
推
薦
さ
れ
た
方
に
加
え
、

家
庭
教
育
の
向
上
に
資
す
る
何
ら
か
の

活
動
を
行
っ
て
い
る
方
も
対
象
と
な
る
。

議案第９号ＱＡ議案第１０号ＱＡ議案第１１号ＱＡ

�

鶴
ヶ
島
市
重
度
心
身
障
害
者
医
療
費
助

成
金
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す

る
条
例
に
つ
い
て

　

支
給
対
象
者
に
関
す
る
条
文
を
改
め

る
も
の
で
す
。

�

条
例
改
正
後
の
影
響
に
つ
い
て
。

�

障
害
者
福
祉
課
長　

重
度
心
身
障

害
者
医
療
費
受
給
対
象
者
は
、　

２４

年
１
月
１
日
現
在
で
１
２
１
６
人
。
本

条
例
は
住
所
地
特
例
の
関
係
で
あ
り
、

今
回
の
改
正
で
は
対
象
者
へ
の
影
響
は

な
い
。

�

鶴
ヶ
島
市
こ
ど
も
医
療
費
助
成
金
に
関

す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
に

つ
い
て

　

支
給
対
象
年
齢
を
中
学
校
卒
業
ま
で

に
拡
大
す
る
も
の
で
す
。

�

年
齢
拡
大
に
よ
る
対
象
者
数
と
ス

ケ
ジ
ュ
ー
ル
に
つ
い
て
。

�

こ
ど
も
支
援
課
長　

小
中
学
生
合

わ
せ
て　

年　

月
現
在
で
、
約
６

２３

１２

０
０
０
人
。
就
学
前
児
童
を
合
わ
せ
る

と
約
１
万
５
０
０
人
に
な
る
。　

年　
２４

１０

月
の
ス
タ
ー
ト
に
向
け
て
、
資
格
登
録

申
請
書
配
布
と
同
時
に
周
知
を
図
っ
て

い
く
。

議案第６号ＱＡ議案第７号ＱＡ

　

地
方
税
法
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
市

た
ば
こ
税
の
税
率
の
改
定
、
市
民
税
の

分
離
課
税
に
係
る
所
得
割
の
額
の
特
例

等
の
廃
止
及
び
東
日
本
大
震
災
に
係
る

雑
損
控
除
額
等
の
特
例
に
関
す
る
条
文

の
改
正
を
行
う
も
の
で
す
。

�

鶴
ヶ
島
市
認
可
地
縁
団
体
印
鑑
条
例
に

つ
い
て

　

市
長
の
認
可
を
受
け
た
地
縁
団
体
の

代
表
者
等
に
係
る
印
鑑
の
登
録
、
証
明

に
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
で
す
。

�

制
定
す
る
理
由
は
。

�

市
民
協
働
推
進
課
主
席
主
幹　

自

治
会
等
の
「
地
縁
に
よ
る
団
体
」

が
一
定
の
手
続
を
取
る
こ
と
で
法
人
格

を
取
得
し
、
不
動
産
登
記
等
を
可
能
に

す
る
た
め
の
手
続
と
し
て
、
必
要
な
も

の
で
あ
る
。

�

鶴
ヶ
島
市
介
護
保
険
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例
に
つ
い
て

　
　

年
度
か
ら　

年
度
ま
で
の
保
険
料

２４

２６

率
と
保
険
料
率
の
特
例
措
置
を
定
め
る

も
の
で
す
。

�

本
市
の
今
後
の
介
護
保
険
の
見
通

し
に
つ
い
て
。

�

高
齢
者
福
祉
課
長　

本
市
も
団
塊

の
世
代
の
方
は
多
い
が
、
ま
だ
他

市
町
よ
り
高
齢
化
率
は
低
い
状
況
で
あ

る
。
た
だ
し
、
第
６
期
後
半
か
ら
第
７

期
に
つ
い
て
は
高
齢
者
の
人
口
は
か
な

り
伸
び
て
い
く
状
況
で
あ
り
、
要
介
護

の
方
も
保
険
料
も
比
例
し
て
増
え
る
予

想
と
な
っ
て
い
る
。

議案第４号ＱＡ議案第５号ＱＡ

�

市
長
等
の
給
料
の
特
例
に
関
す
る
条
例

の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て

　

引
き
続
き
当
面
の
措
置
と
し
て
市
長

等
の
給
料
月
額
を
減
額
す
る
も
の
で
す
。

�

今
ま
で
で
、
ど
の
く
ら
い
の
削
減

効
果
か
。

�

人
事
課
長　

平
成　

年
度
か
ら
現

１８

在
の
率
で
減
額
し
て
お
り
、　

年
２４

度
ま
で
で
約
３
６
０
０
万
円
の
節
減
と

な
っ
て
い
る
。

�

職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例
に
つ
い
て

　

埼
玉
県
人
事
委
員
会
の
勧
告
を
踏
ま

え
、
給
与
改
定
に
伴
う
経
過
措
置
を
段

階
的
に
廃
止
す
る
も
の
で
す
。

�

な
ぜ
、
国
の
人
事
院
勧
告
に
準
拠

し
な
い
の
か
。

�

人
事
課
長　

全
国
規
模
で
比
較
し

た
人
事
院
の
調
査
に
比
べ
、
地
域

の
民
間
給
与
状
況
を
よ
り
反
映
で
き
る

た
め
で
あ
る
。

�

鶴
ヶ
島
市
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例
に
つ
い
て

議案第１号ＱＡ議案第２号ＱＡ議案第３号

大橋公民館


